
 
 

令和８年２月 16 日 
国土交通省関東地方整備局 

荒川下流河川事務所 
 

荒川の下流部における事実と異なる放送について 
 

 本日 2 月 16 日に、国土交通省の管理する荒川の下流部において、事実と異なる放送がさ
れる事案が発生しました。 

関係する皆様にご迷惑をおかけしたことを深くお詫び申し上げますとともに、再発防止に
万全を期してまいります。 

 

 １．事案の発生 
２月 16 日（月）10 時 39 分に荒川下流河川事務所において、荒川の下流部の河川敷に設置

している放送設備の改修作業中に、「ただいま、大津波警報が発令されています」という事実
と異なる情報を誤って放送したものです。 

 
 ２．対応状況 

担当職員が放送中に気づき、放送を停止し、誤った放送である旨、訂正の放送をいたしま
した。 

 
 ３．今後の対応 

今後、このような事態が生じないよう、作業において確認の徹底を図るなど、再発防止に
万全を期して参ります。 
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